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　葛巻病院では、次のとおり糖尿病教室を開催し
ます。教室では、当院内科の阿部郁夫医師が、糖
尿病について分かりやすく解説します。
　どなたでも自由に参加できますので、お誘い合
わせのうえご来場ください。　
▶日　時
　５月11日㈮　14：00から
▶場　所
　葛巻病院「活

いき

・いきホール」
問葛巻病院☎66-2311

葛巻病院からのお知らせ

糖尿病教室を開催します

盛岡北部行政事務組合からのお知らせ

介護保険料介護保険料がが変わりました変わりました

接種対象者（助成を受けることができる人） 接種
回数 助成限度額

65歳　昭和28年４月２日生～昭和29年４月１日生

１回

6,000円

※町内の医療機関
　で接種種した場
　合の自己負担は
　1,900円です。

※接種対象者のう
　ち、生活保護世
　帯の人は無料で
　接種できます。

70歳　昭和23年４月２日生～昭和24年４月１日生

75歳　昭和18年４月２日生～昭和19年４月１日生

80歳　昭和13年４月２日生～昭和14年４月１日生

85歳　昭和 8年４月２日生～昭和 9年４月１日生

90歳　昭和 3年４月２日生～昭和 4年４月１日生

95歳　大正12年４月２日生～大正13年４月１日生

100歳　大正 7年４月２日生～大正 8年４月１日生

60～ 65歳未満
　昭和29年４月２日生～昭和33年４月１日生の人で、
心臓やじん臓、呼吸器機能などに障がいがある人（身
体障がい者手帳１級を持つ人）

▶高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種対象者

　

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
接
種
し
た
と
き

※
秋
以
降
は
、
毎
年
イ
ン
フ
ル
エ

　

ン
ザ
な
ど
の
感
染
症
が
流
行
す

　

る
季
節
で
す
。
主
治
医
と
相
談

　

し
、
早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

ご利用ください

初
め
て
受
け
る
方
へ
助
成
し
ま
す

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

　

町
で
は
、
65
歳
以
上
で
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

を
初
め
て
受
け
る
方
に
対
し
て
、
接
種
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。
助
成
の
対
象
に
な
る
人
は
、
毎
年
変
わ
り
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　介護保険制度は、３年ごとに事業計画の見　介護保険制度は、３年ごとに事業計画の見
直しを行います。八幡平市、葛巻町、岩手町直しを行います。八幡平市、葛巻町、岩手町
で構成する盛岡北部行政事務組合では、これで構成する盛岡北部行政事務組合では、これ
までの実績から第７期事業計画を策定し65歳までの実績から第７期事業計画を策定し65歳

以上の人（第１号被保険者）の介護保険料を以上の人（第１号被保険者）の介護保険料を
改訂しました。改訂しました。
　平成30年度から平成32年度までの介護保　平成30年度から平成32年度までの介護保
険料（年額）は次のとおりに変わります。険料（年額）は次のとおりに変わります。

段　　階 対　　　象 年額の保険料
（～32年度まで）

これまで
との差額

第１段階

▷世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
▷生活保護を受給している人
▷世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金
　収入額の合計が80万円以下の人

　34,500円 1,900円増

第２段階 ▷世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年
　金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人 　55,100円 3,400円増

第３段階 ▷世帯全員が住民税非課税で、第１段階、第２段階以外の人 　55,100円 3,400円増

第４段階 ▷本人が住民税非課税で、世帯の中に課税者がいて、本人の前年の
　合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 66,200円 4,100円増

第５段階 ▷本人が住民税非課税で、第４段階に該当しない人 73,500円 4,500円増

第６段階 ▷本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 91,900円 5,700円増

第７段階 ▷本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200
　万円未満の人 95,600円 5,900円増

第８段階 ▷本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300
　万円未満の人 110,300円 6,800円増

第９段階 ▷本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人 125,000円 7,800円増

　県母子寡婦福祉連合会では、離婚や養育費など
日常生活において困っていることや悩みについて、
弁護士が相談をお受けする相談会を行います。
▶日　時　①６月６日㈬　10:00 ～ 15:00
②７月25日㈬　③９月５日㈬　④10月24日㈬
⑤12月19日㈬　⑥31年１月23日㈬ （いずれも同時間）

▶場　所　久慈地区合同庁舎
▶対　象　ひとり親や母子、父子家庭など
問県北広域振興局保健福祉環境部☎0194-53-4982
　久慈市母子寡婦福祉協会長☎0194-53-2839

県母子寡婦福祉連合会からのお知らせ

ひとり親家庭などの
無料相談を行います
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※これまでに、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがある人は、助成の対象外です。


